
埼玉版ハローワーク特区 H28.8.20 法令上は特区廃止 
（就業支援サテライトは一体的実施に） 

埼玉県知事 

厚生労働大臣 

協定に基づく指示  
 

埼玉労働局長 
 

 
 

ハローワーク浦和 

・職業紹介 ・職業訓練受講指示 

・雇用保険 ・事業主指導 など 

 
 

・雇用労働対策  ・職業能力開発 

・障害者就職支援  ・生活保護など 

連携・協力 
（連絡調整会議の設置、人事交流 等） 

ハローワーク特区協定（Ｈ２４.８.３０締結） 

指揮監督 

指揮監督 指揮監督 

〔特区の仕組〕 

〔ハローワーク浦和・就業支援サテライトでの取組〕 

 
就 

 
職 

 

就職の相談から職業紹介、生活・住宅相談までワンストップで支援 

総合ガイド 

総
合
受
付 

カウンセリング、セミナー【県】 

生活・住宅相談 【県・さいたま市】 

職業相談・紹介 

【ハローワーク】 

○若者、女性、中高年ごとの専門窓口を設置（県・ハローワーク） 
○利用者情報を窓口間で共有し、より効果的な支援を実施 
○駅前の便利な設置、平日夜７時まで営業、キッズコーナーを備え子ども連れでも安心 

Ｈ２４．１０．２９開設 

さいたま市はH27.10末まで 


